
3町 政 を 問 う !

の
負
担
は
大
で
す
。

　
糟
屋
地
区
で
は
、
須
恵
町
以
外

の
１
市
６
町
で
外
部
委
託
さ
れ
て

い
ま
す
。
保
護
者
会
以
外
へ
の
委

託
に
つ
い
て
の
お
考
え
は
。

答

平
松
町
長

　
す
こ
や
か
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
に
は
、
第
一
学
童
保
育
所
と
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
務
局
が
入
っ
て
い
ま

す
。
今
後
は
、
全
館
を
学
童
保
育

所
と
し
て
活
用
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

事
務
局
は
、
校
長
に

諮は
か

り
、
当
分
の
間
、

第
一
小
学
校
内
の
空

き
教
室
を
整
備
し
て

活
用
し
て
も
ら
う
よ

う
に
考
え
て
い
ま
す
。

　
運
営
の
外
部
委
託

に
つ
い
て
は
、
今
の
と

こ
ろ
考
え
て
い
ま
せ

ん
。
須
恵
町
の
学
童
保

育
所
に
は
歴
史
が
あ

り「
子
育
て
の
第
一
義

的
責
任
は
保
護
者
に
あ
る
」
と
い
う

強
い
理
念
が
あ
り
ま
す
。
指
導
者
の

雇
用
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
な
ど
協
力
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
子
育
て
世
代
の
人
口
増
や
学
童

保
育
対
象
が
小
学
３
年
か
ら
６
年

に
拡
大
（
27

年
度
）
さ
れ
た
影
響
な

ど
で
、
今
年
度
第
一
小
学
校
の
学

童
保
育
入
所
の
待
機
児
童
は
27

名

と
な
っ
て
い
ま
す
。
施
設
の
増
築

等
の
対
応
に
つ
い
て
お
聞
き
い
た

し
ま
す
。

　
ま
た
、
保
護
者
会
が
運
営
主
体

で
は
、
指
導
者
の
雇
用
や
働
き
な

が
ら
の
学
童
の
運
営
な
ど
、
役
員

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
全
館
で
対
応

問

子

育

今村 桂子  議員

て

答弁中の平松町長

　
高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
の
事
故
防

止
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し
て
、

運
転
免
許
を
自
主
的
に
返
納
し
た

75

歳
以
上
85

歳
以
下
の
高
齢
者
に
、

毎
年
度
４
万
円
相
当
の
タ
ク
シ
ー

IC

乗
車
券
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

今
年
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
周
知
の
徹
底
は
、
図
ら
れ

て
い
ま
す
か
。

　
IC

乗
車
券
が
大
手
の
タ
ク
シ
ー

会
社
し
か
使
え
な
い
と
の
声
を
耳

に
し
ま
し
た
が
、
返
納
者
の
反
応

は
い
か
が
で
す
か
。
ど
こ
の
タ
ク

シ
ー
で
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
、

IC

環
境
が
整
う
ま
で
タ
ク
シ
ー
チ

ケ
ッ
ト
に
変
更
す
る
な
ど
の
お
考

え
は
。

答

平
松
町
長

　
６
月
１
日
現
在
で
29

名
の
免
許

証
返
納
者
に
IC

カ
ー
ド
（n

im
o
c
a

等
）
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
町
の

広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

周
知
し
好
評
で
す
。
福
岡
都
市
圏

で
は
約
２
万
台
の
IC

カ
ー
ド
対
応

の
車
両
が
走
っ
て
お
り
、
今
後
さ

ら
に
増
え
る
と
み
て
い
ま
す
。
乗

り
物
だ
け
で
な
く
買
い
物
な
ど
自

由
に
利
用
し
て
い
た
だ
き
、
免
許

返
納
の
後
押
し
に
な
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

問

自
由
に
利
用
で
き
好
評

生

活
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4 一/般/質/問 町 政 を

置
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
学
路
や
地

域
の
皆
さ
ん
の
生
活
道
路
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ス
ピ
ー

ド
を
出
し
た
自
転
車
が
走
行
す
る

た
め
非
常
に
危
険
で
す
。

　
今
後
、
対
策
は
な
い
も
の
か
お

尋
ね
し
ま
す
。

　
須
恵
川
を
挟
む
道
路
と
し
て
須

恵
区
古
宮
橋
付
近
か
ら
左
岸
側

巡
原
広
場
カ
ル
バ
ー
ト
ま
で
約

２
０
０
ｍ
の
区
間
が
藪
に
な
っ
て

い
ま
す
。
以
前
は
地
域
で
草
刈
り

を
行
い
、
通
り
抜
け
で
き
ま
し
た

が
、
現
在
は
困
難
で
す
。
歩
行
で

き
る
よ
う
住
民
の
方
の
要
望
が
あ

り
ま
す
。

　
ま
た
、
反
対
の
右
岸
側
で
は
、

公
民
館
下
か
ら
張
出
し
歩
道
が
設

整
備
は
県
に
要
望
・
表
示
板
設
置
は
検
討

問

生

活

世利 孝志  議員

　
須
恵
川
は
、
多
々
良
川
の
支
流

で
二
級
河
川
に
指
定
さ
れ
、
福
岡

県
が
維
持
管
理
し
て
い
ま
す
。
河

川
法
の
も
と
、
河
川
の
管
理
道
路

扱
い
で
管
理
者
の
み
が
作
業
で
き

ま
す
。

　
河
川
敷
を
町
道
認
定
し
て
い
る

路
線
に
つ
い
て
は
、
町
が
定
期
的

に
草
刈
・
除
草
作
業
を
実
施
し
て

い
ま
す
が
、
ご
指
摘
の
河
川
敷
に

つ
い
て
は
管
理
者
で
あ
る
福
岡
県

に
要
望
し
て
い
ま
す
。

　
次
に
、
歩
道
に
看
板
の
設
置
で

す
が
、
道
路
交
通
法
で
は
、
自
転

車
は
軽
車
両
に
あ
た
り
通
行
は
車

道
が
原
則
、
歩
道
は
例
外
と
な
っ

て
い
ま
す
。
須
恵
川
右
岸
側
の
張

り
出
し
歩
道
は
、
幅
員
２
ｍ
車
道

幅
員
5.8
ｍ
と
路
肩
が
な
く
、
や
む

を
得
ず
歩
道
を
通
行
し
て
い
る
状

況
で
す
。

　
現
在
、
張
り
出
し
歩
道
の
転
落

防
止
柵
に
仮
設
的
な
注
意
喚
起
の

印
刷
物
を
数
枚
貼
っ
て
い
ま
す

が
、
効
果
が
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば

規
格
に
合
っ
た
表
示
板
を
路
肩
か

防
護
柵
を
利
用
し
、
適
当
な
位
置

に
設
置
す
る
よ
う
検
討
し
ま
す
。草で覆われた河川敷（巡原広場カルバート付近）
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